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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Guidelines for older persons and persons with disabilities- 

Holding parts of stick holders 

 

序文 

規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針である JIS Z 8071 は，規格の開発時点において，人間

の能力及び特性を明確化し，設計する際に配慮することを定めている。 

この規格は，JIS Z 8071 に基づき，筋力及び／又は動作機能において制限のある人が，ステッキを安定

して装着でき，かつ，その後，容易に取り外してつかむことができるよう配慮されたステッキホルダーの

保持部の設計指針を提供する。 

 

1 適用範囲 

この規格は，高齢者及び障害のある人の歩行を支援するステッキを一時的に保持する機能をもつステッ

キホルダーの保持部を設計するための指針を示す。この保持部は，弾性変形することで保持機能をもつも

のを対象とする。ただし，次のステッキホルダーの保持部には適用しない。 

a) ステッキ自体に取り付けることで立て掛けを容易にすることを意図するステッキホルダー 

b) 歩行車，車椅子などにステッキを固定する機能を付加して移動を支援するためのステッキホルダー 

注記 この規格が対象とするステッキの径は，太いところで 16 mm～25 mm 前後で，ステッキの主な

目的は歩行の支援を想定している。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS T 0102 福祉関連機器用語［支援機器部門］ 

JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS T 0102 及び JIS Z 8071 によるほか，次による。 

3.1 

ステッキ 

1 本の脚部と一つの握り部とからなり，前腕支持部がないつえ。視覚障害者が使用する白じょう（杖）

も，歩行動作の支援を意図するものとして含む（JIS T 0102 参照）。 


